
 

神戸市療育ネットワーク会議「第８回 医療的ケア児の支援施策検討会議」 

  

（日時）令和４年８月４日（木）15：00～ 

（場所）三宮研修センター 505 会議室 

 

―――――――――――――― 議 事 次 第 ――――――――――――――― 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  

(1)医療的ケア児等コーディネーター等を活用した支援体制について 

 

(2)特別支援教育相談センターについて 

 

(3)神戸市における医療的ケア児の通いの場について 

 

  

３．閉 会 

 

―――――――――――――――  資  料  ―――――――――――――――― 

 

資料１   神戸市における医療的ケア児等支援体制（イメージ） 

資料２   医療的ケア児等コーディネーターについて 

資料３   兵庫県医療的ケア児支援センターについて（兵庫県公表資料） 

資料４   令和４年度 神戸市医療的ケア児等コーディネーター配置事業所一覧 

資料５   特別支援教育相談センター 

資料６   学校園における医療的ケア（リーフレット） 

資料７   教育・保育施設における医療的ケア児受入れ状況（報告） 

資料８－１ 神戸市教育・保育施設等においてお子さまに医療的ケアを希望される保護者の皆様へ 

資料８－２ 認定こども園(１号認定)・私立幼稚園においてお子さまに医療的ケアを希望される 

保護者の皆様へ 

資料９   神戸市内の特別支援学校等における医療的ケア児受入状況について（報告） 

資料 10   神戸市立学校園における医療的ケアの実施体制 

資料 11   神戸市の学童保育施設における医療的ケア児の受け入れについて（検討資料） 

資料 12   神戸市内の障害児通所支援事業所における医療的ケア児の受け入れ状況 

資料 13   第７回 医療的ケア児の支援施策検討会議（令和３年 11月４日）の議事要旨 

 

〔参考〕  神戸市療育ネットワーク会議／医療的ケア児の支援施策検討会議（概要） 



 資料１    

神戸市における医療的ケア児等支援体制 （イメージ） 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネート事業所 （市内 1 ヶ所） 
（神戸医療福祉センターにこにこハウス内） 

役割：○神戸市における医療的ケア児に関する相談対応・情報提供（必要に応じて関係機関につなぐ） 

○医療的ケア児等コーディネーターへの研修・スーパーバイズ 

児童発達支援センター・障害者相談支援センター 

障害者相談支援センター 

 

計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所 

病院・診療所 

 

訪問看護事業所 

 

≪教育委員会事務局≫ 

 

特別支援教育相談センター 

公立幼稚園 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校 

 

 

 

 

 

 

医療的ケア児等コーディネーター配置事業所 

（市内 19 ヶ所予定） 

役割：〇相談対応（ワンストップの初期相談窓口）  〇関係機関等への情報提供・ネットワークづくり  〇研修及び家族交流会の実施 

神戸市 

兵庫県 

学校等 

 

 ≪こども家庭局≫ 

保育所・保育園 

認定こども園 

私立幼稚園 

 

 

 

学童保育 

療育センター 

 

 

医療機関等 

保育所等 

連携 連携 連携 

障害児通所支援事業所（児童発達支援、放課後等デイサービス等） 

障害福祉サービス事業所（ホームヘルプ・ショートステイ等） 

医療的ケア児支援センター（県内 1ヶ所） 
（医療福祉センターきずな 内） 

福祉サービス事業所 
○子育て支援の相談窓口 

○保育所の入所窓口   

○障害に関する窓口 

 

区役所保健福祉課 

療育ネットワーク会議（医療的ケア児の支援策検討会議）  

 （医療的ケア児に関わる保健、医療、福祉、教育等の関係機関及び行政担当者が支援の課題や対応策について 

継続的に意見交換や情報共有、支援体制の充実を図る協議の場） 

≪福祉局≫ 

・神戸学びの支援連絡調整会議

（神戸市医療的ケア運営協議会） 

・医療的ケア指導医連絡会 

・看護師連絡会 など 

医療的ケア委員会 

役割 ： ○連絡会・意見交換会の開催  

○困難事例への対応・助言 

○地域資源の情報集約   

 

役割 ： ○相談対応（電話相談・家庭訪問）   

○福祉サービス等利用調整（必要なサービスの紹介） 



 

福祉局障害者支援課 

 

医療的ケア児等コーディネーターについて 

 

１．概要 

令和３年 9 月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（医療的

ケア児支援法）が施行され、国および地方公共団体においては、医療的ケア児及び

その家族に対する支援に係る施策を実施することが責務となった。 

医療的ケア児等コーディネーターは、「医療的ケア児が必要とする多分野にま

たがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるととも

に、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いなが

ら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する」（障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針）もの

と位置づけられている。 

 

 

２．神戸市における医療的ケア児等コーディネーターについて 

（１）配置機関・事業所（医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が在籍

している機関等） 

障害福祉サービス事業所（計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所、障害

児通所支援事業所等）、医療機関、訪問看護事業所、学校、その他 

 

（２）役割 

①児童発達支援センター・障害者相談支援センター 

   ・連絡会・意見交換会の開催 

   ・困難事例への対応・助言 

・地域資源の情報集約 等 

   ②計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所 

・相談対応（電話相談・家庭訪問） 

・福祉サービス等の利用調整（必要なサービスの紹介） 等 

   ③その他の機関（医療機関、学校、福祉サービス事業所等） 

   ・連絡会等の協議の場への参画 

   ・情報共有、支援の提供 等 

資料２    



（３）医療的ケア児等コーディネーター配置事業所の公表 

神戸市における医療的ケア児に関する相談窓口を広く市民へ周知するため、医療

的ケア児等コーディネーターが配置されている市内事業所を本市ウェブサイトに

て公表。 

※資料４：令和４年度 神戸市医療的ケア児等コーディネーター配置事業所一覧参照 

（令和４年 7 月公表 21 事業所、38 人） 

 

（４）コーディネート事業所の設置 

設置日：令和４年４月１日 （神戸医療福祉センターにこにこハウス内） 

役 割：①医療的ケア児等コーディネーターに対する研修の開催、 

個別支援会議等への参加等の支援 

     第１回神戸市医療的ケア児等コーディネーター研修を実施 

・日 時：令和４年 6 月 29 日 

・参加者：31 名（医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者）他 

②医療的ケア児受け入れ事業所等への研修、助言・指導 

③「兵庫県医療的ケア児支援センター」（資料３参照）と連携し、 

必要な知識・情報を関係機関等へ提供 

   

【参考】第 1 回神戸市医療的ケア児等コーディネーター研修資料 

    https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/shougaiji/iryoutekikeajicordinater.html 

（神戸市ウェブサイト内に公表） 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/shougaiji/iryoutekikeajicordinater.html


兵庫県医療的ケア児支援センター 
兵庫県医療的ケア児支援センタ ーは、医療的ケア児等と そのご 家族が、地域、ご自宅で

安心して生活できるよう 専門の職員が、様々なご相談をお受けする窓口です。 

本センタ ーは、ご 本人と そのご 家族に寄り添いお力になりたいと いう 思いで、兵庫県か

ら受託し、2022 年 6 月 15 日より医療福祉センターきずな内にて、次のよう な内容で事

業を開始しました。 

電話      0790-44-2886 

FAX   0790-44-2929 

  メール    icare@medical-kizuna.net  

  受付時間  月～金曜 9:00～17:00 （祝日・年末年始は除く ） 

        ※来所相談は要予約 

  住所    〒675-2456 

        兵庫県加西市若井町字猪野 83-31 

        医療福祉センターきずな 内 

主な事業内容 

① 医療的ケア児等及びその家族への相談支援 

② 医療・保健・福祉・教育・労働等関係機関と の連絡調整 

③ 関係機関等への情報提供及び研修会の開催 

相談支援専門員、看護師( 保健師資格を有する) が相談に応じます 

 

兵庫県公表資料  資料３  

mailto:icare@medical-kizuna.net


令和４年度　神戸市医療的ケア児等コーディネーター配置事業所一覧 2022/7/1時点

区 事業所・施設名 事業所等種別 電話番号

東灘区 うおざき障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 東灘区 魚崎中町4-10-32 078-451-3760

なだ障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 灘区 岩屋北町6-1-4 078-882-7013

アソシア　ソーシャルサポート
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
灘区 泉通５丁目5-13 078-599-7706

たちばな障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 中央区 橘通３丁目４-１ 078-367-6651

いそがみ障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 中央区
磯上通3丁目1-32

こうべ市民福祉交流センター1階
078-200-5611

神戸医療福祉センターひだまり 障害児入所支援事業所 中央区 日暮通5-5-8 078-862-1939

兵庫県立こども病院 医療機関 中央区 港島南町1丁目6－7 078-945-7300

兵庫区 ひょうご障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 兵庫区
駅南通5丁目１番１号

神戸市立中部在宅障害者福祉センター２階
078-686-1731

きた障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 北区 鈴蘭台西町1-26-2 078-592-1371

陽気会相談支援事業所
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
北区 藤原台中町1-2-1　101 078-981-7303

指定相談支援事業所しらゆり
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
北区

鈴蘭台東町1丁目８－１６

扇野ビル2階
078-904-7111

済生会兵庫県病院 医療機関 北区 藤原台中町5丁目1-1 078-987-2222

神戸医療福祉センターにこにこハウス 障害児入所支援事業所 北区 しあわせの村1番9号 078-743-2525

長田区 しんながた障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 長田区 若松町4-2-15　ピフレ新長田2階 078-611-8860

たかとり障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 須磨区 大田町7丁目3‐15 078-739-1292

きたすま障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 須磨区
中落合2-2-8

ワコーレ須磨名谷ステーションマークス1階
078-795-1453

たるみ障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 垂水区 本多聞7丁目2-3 078-782-6661

がじゅまる
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
垂水区 向陽1丁目4-8　1F 078-704-2202

こぐまくらぶ
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
垂水区 西舞子２丁目７-４ 078-201-6542

ひらのせいしん障害者相談支援センター 障害者相談支援センター 西区 春日台5丁目174-10 078-962-5512

相談支援事業所つなぐ
計画相談支援事業所

障害児相談支援事業所
西区 春日台3丁目1-7-204 078-963-2266

西区

住所

灘区

中央区

北区

須磨区

垂水区

資料４



資料５



（１）特別支援教育相談センターの概要



（２）特別支援教育相談センターの構成



（３）特別支援教育相談センターの役割
○就学相談



（３）特別支援教育相談センターの役割
○就学相談



（３）特別支援教育相談センターの役割
○教育相談



神⼾市教育委員会



１．医療的ケアとは

「医療的ケア」って・・・︕︖
⼀般的に学校園や在宅等で⽇常的に⾏われている、痰の吸引・経管栄

養・気管切開部の衛⽣管理等の医⾏為を指します。

学校園において医療的ケアを実施することで、
⼦供たちの可能性を最⼤限に発揮させ、将来の⾃⽴や社会参加のために

必要な⼒を培うことを⽬標としています。

＊医療的ケアを通じた生活リズムの形成
＊医療的ケアの必要性など⾃分の、意思や希望を伝える⼒の育成
＊医療的ケアの成功などによる自己肯定感・自尊感情の向上
＊安全で円滑な医療的ケアの実施による信頼関係の構築

起床 ・朝の健康チェック
・準備物の確認・補充

登校 ・連絡帳等の提出
・保護者から学校へ健康状態を情報共有

授業 ・医療的ケアの実施（適宜）

＜昼⾷ ・ 医療的ケア＞

下校 ・連絡帳等の返却
・学校園から保護者へ健康状態を情報共有

＊「人工呼吸器をつけていますが毎⽇学校で授業を
受け、登校することを楽しみにしています。」

＊「体調の変化や気になることを相談しやすく
信頼しています。親の負担や不安が軽減され
感謝しています。」

保護者の声

医療的ケア児の１⽇（例）



２．医療的ケアの範囲

神⼾市⽴学校園

（特別支援学校以外）

神⼾市⽴
特別支援学校

兵庫県⽴
特別支援学校

（普通科のみ）
実施者 ・訪問看護ステーション

からの派遣看護師
・(保護者)

・学校看護師
・認定された教職員

・学校看護師

実施時間 訪問看護ステーションから
の派遣看護師が⾏うケアは
最⼤週10時間（ケアに必要
な時間に限ります）

学校での活動中、必要
に応じて実施

学校での活動中、必要に
応じて実施

相談時期 就園・就学相談に向けて、次年度当初に広報される全
体説明会や個別相談会に参加し、その後、各学校園で
⾏われる教育相談や学校園⾒学会、体験⼊学、⼊学説
明会に参加していただき準備を進めていきます。

6⽉頃に各学校で⾏われ
る教育相談や学校⾒学会、
体験⼊学説明会に参加し
ていただき準備を進めて
いきます。

上記●は「特定⾏為」といい、登録された特別⽀援学校に在籍し、研修を終えて認定を受けた
教職員が実施できます。

※学校園では、医師からの指⽰書に基づいて医療的ケアを実施します。
（指⽰書にかかる必要経費は保護者負担となります）

※医療的ケア実施についてはお⼦さんの状態や医療的ケアの内容などを確認したうえで、
個別に判断します。

３．神⼾市内にある学校園の医療的ケアの体制

●口腔内喀痰吸引 ●鼻腔内喀痰吸引 ●気管カニューレ内の喀痰吸引
●胃ろう・腸ろう経管栄養 ●経鼻経管栄養
・気管切開部からの吸引 ・気管切開部の管理 ・人工呼吸器の管理
・酸素療法 ・導尿 など

・登校時は、健康状態を学校へご報告ください。
・お⼦さんの体調が悪い⽇は、医療機関の受診を優先して、登校をお控えください。
・体調の急変など、緊急時に備え、連絡がつく電話番号等を学校にお知らせください。
・定期的に医療機関を受診し、服薬の調整等も含め、主治医からの適切な指⽰を聞き、
学校へご報告ください。

＊保護者の皆様へ＊



Ｑ１ 保護者の付き添いが必要な時は、どのような時ですか︖
お⼦さんの状態が不安定なときや、看護師の体制等により、保護者の付添いをお願いする
場合があります。
＜特別⽀援学校＞
・引継ぎ等で看護師等（や教職員）が実施できないとき。
（特に年度当初や新たなケア内容が加わったときなど）

＜学校園（特別⽀援学校以外）＞
・10時間を超えて医療的ケアが必要なとき。
・校外学習等のとき。
（いつもの環境と異なるため、保護者の付き添いをお願いしています。）

・医療的ケアを安全に実施できる環境が整うまで。

Ｑ２ スクールバスでの登下校は可能ですか︖（特別支援学校）
乗⾞の可能性について追及するとともに、安全を配慮のうえ、個別に判断します。
通学中に医療的ケアの必要がなく、安全に乗⾞できると判断された場合は乗⾞可能です。

＊神⼾市内の特別⽀援学校⼀覧（職業科以外）
学校名（種別） 住 所 電話番号

灘さくら⽀援学校（知・肢） 神⼾市灘区摩耶海岸通2丁⽬２－２ 078－802－1200

⻘陽灘⾼等⽀援学校（知） 神⼾市灘区岩屋北町６－１－１ 078－871－1800

盲学校（視）※市内全域 神⼾市中央区東川崎町１－４－２ 078－360－1133

友⽣⽀援学校（知・肢・病） 神⼾市兵庫区夢野町１－１ 078－576－6120

⻘陽須磨⽀援学校（知・肢） 神⼾市須磨区⻄落合１－１－４ 078－793－1006

いぶき明⽣⽀援学校（知・肢） 神⼾市⻄区井吹台⻄町７－１ 078－997－6311

県⽴芦屋特別⽀援学校（知） 芦屋市陽光町8－37 0797－25－5311

県⽴神⼾特別⽀援学校（知・肢） 神⼾市北区⼤脇台10－1 078－592－6767

県⽴のじぎく特別⽀援学校（知・肢） 神⼾市⻄区北⼭台2－566－134 078－994－0196

県⽴神⼾聴覚特別⽀援学校（聴）
※県内全域

神⼾市垂⽔区福⽥１－３－１ 078－709－9301

県⽴視覚特別⽀援学校（視）※県内全域 神⼾市垂⽔区城が⼭４－２－１ 078－751－3291

神⼾市教育委員会事務局 特別支援教育課
〒650-0044 神⼾市中央区東川崎町１－３－３ 神⼾ハーバーランドセンタービル4階

TEL:078-333-3330 （神⼾市総合コールセンター）
https://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/index.html

神⼾市⽴学校園（特別⽀援学校以外）はそれぞれの学校園へ、
保育所、認定こども園等はこども家庭局幼保事業課
（078-322-6919）にお問い合わせください。

学校園における医療的ケアに関するQ＆A

※ 県内・市内全域校以外の学校は通学区域が決まっていますので、校区の学校へお問い合わせください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/index.html


教育・保育施設における医療的ケア児受入れ状況（報告） 

1．事業の概要 
（１）受入れ施設とケアの提供体制 

①保育を必要とする事由のあるこども 
（幼保連携型認定こども園、私立保育園、公立保育所、小規模保育事業所） 
・令和 4 年度 受入れ可能施設は市内 17 施設（私立保育園等 10 施設、公立保育所 7 施設） 
・医療的ケアの提供者は施設に常駐する看護師 

区 施  設  名 対 象 年 齢 受入可能時間 

東灘区 
連こ） おかもと虹こども園 施設の受入可能年齢  要相談 
公保） 本⼭保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 
公保） ⿂崎保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

灘 区 連こ） めばえの園認定こども園 施設の受入可能年齢 要相談 

中央区 
連こ） 友愛幼児園  2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 
私保） くすのき愛児園 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

兵庫区 公保） 松原保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

北 区 
連こ）  このみ保育園 施設の受入可能年齢 9 時〜17 時 
連こ） 頌栄保育園 施設の受入可能年齢 要相談 

⻑⽥区 公保） ふたば保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

須磨区 
公保） 須磨保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 
公保） 菅の台保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

垂水区 
小）  ちっちゃなこども園ふたば 満 2 歳までで施設の受入可能年齢 要相談 
私保） 舞多聞よつば保育園 施設の受入可能年齢 要相談 
連こ） かすみがおか虹こども園 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

⻄ 区 
連こ） あさひ保育園 施設の受入可能年齢 要相談 
公保） ⽟津保育所 2 歳児クラス〜 9 時〜17 時 

連こ）幼保連携型認定こども園   私保）私立保育園  公保）公立保育所  小）小規模保育事業 
 

②保育を必要とする事由のないこども（私立幼稚園、認定こども園の 1 号認定こども） 
・保護者からの相談により対応可能な施設で受入れ（令和 4 年 4 月 1 日現在２施設） 
・医療的ケアの提供者は、園と契約した訪問看護ステーションの看護師（週 10 時間を上限に市が補助） 

 
（２）提供可能な医療的ケア 

①経管栄養（鼻腔、胃ろう、腸ろう） 
②吸引（口腔内、鼻腔内、気管切開部） 
③酸素療法（酸素カヌラ、酸素マスク） 
④導尿 
その他、施設で対応可能な医療的ケア 

 
 

 資料７  



（３）受入れ施設への支援体制 
 ①医療的ケア巡回相談の実施と医療的ケア委員会の開催 

  保 育 施 設 私立幼稚園等 

巡回 
相談 

実施頻度 概ね 3 カ月〜4 ヵ月ごと 概ね 3 カ月〜4 ヵ月ごと（学期ごと） 
担 当 市職員（看護師、医師※） 市職員（看護師、医師※） 
内 容 教育・保育状況の確認及び助言・指導 教育・保育状況の確認及び助言・指導 

委員会 

実施頻度 概ね 3 カ月〜4 ヵ月ごと 概ね 3 カ月〜4 ヵ月ごと（学期ごと） 

出席者 
施設（施設⻑・看護師・担任等）、市職員
（看護師、医師）、嘱託医※ 

施設（施設⻑・担任等）、保護者、訪問看
護 ST の看護師、市職員（看護師、医師）、
園医※ 

内 容 
・関係者間における児童の健康状態の把

握（情報の共有） 
・安全なケアの提供に向けた助言・指導 

・関係者間における児童の健康状態の把
握（情報の共有） 

・安全なケアの提供に向けた助言・指導 

※必要に応じて出席 
 

２．年齢別受入れ状況（年度末の受入れ延べ人数）                   （人） 

クラス年齢 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
令和 4 年度 

（4 月 1 日現在） 

5 歳児 1 3 4 2 3 
4 歳児 2 3 0 4 5 
3 歳児 4 １ 5 5 5 
2 歳児 0 3 2 3 2 
1 歳児 2 １ 4 0 1 
0 歳児 0 １ 0 0 1 
合  計 9 12 15 14 17 
内  訳 

（再掲） 
保育施設  (9) 
私立幼稚園 (0) 

保育施設 (11) 
私立幼稚園 (1) 

保育施設 (13) 
私立幼稚園 (2) 

保育施設 (10) 
私立幼稚園 (4) 

保育施設 (15) 
私立幼稚園 (2) 

 
3．ケア内容別受入れ状況（年度末の実施ケア延べ人数）                （人） 

医療的ケア 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
令和 4 年度 

（4 月 1 日現在） 

たん吸引 6 9 6 4 6 
酸素療法 2 2 4 5 9 
経管栄養 2 3 2 3 5 

導 尿 0 1 2 0 1 
胃ろう管理    １ 1 

ｲﾝｽﾘﾝ注射 1 1 2 4 2 
合  計 11 16 16 17 24 

 



2022.2 
神戸市教育・保育施設等において 

お子さまに医療的ケアを希望される保護者の皆様へ 

 
 

神⼾市では、裏⾯の教育・保育施設等において、医師の指⽰・指導の下、看護師等が、⽇常⽣活に必要な医療的ケア
を実施しています（対象ケアは「3 提供できる医療的ケア」をご確認ください）。お⼦さまが、保育を必要とする状況で、医療
的ケアが必要な場合、下記の「２．利⽤申込の⼿続について」のとおり、通常の保育所等への⼊所⼿続きに加え、「医療的
ケアに関する主治医の意⾒書」等をご準備いただき、利⽤⼿続を⾏っていただきます。 

なお、お⼦さまの健康状態や施設側の受⼊体制等から安全に受け⼊れることができないと判断される場合、希望の施設へ
の⼊所ができないことや、⼊所⽇が延期されることがありますので、予めご了承ください。 
 
 

通常の保育利⽤の申込みに加え、下記の⼿続きが必要です。 
 

                   ・保育申込に必要な書類に加えて、「医療的ケアに関する主治医の意⾒書」（様式１） 
「医療的ケア依頼書」（様式２）を区役所窓⼝に提出してください 

 
 ・⼊所を希望する施設において⾯談を受けていただきます。⾯談時は、市役所職員(看護 

師)も⽴ち会います 
 ・保育申込時に提出いただいた「主治医の意⾒書」（様式１）等に基づいて⾯談します 
                    

･お⼦さまの健康状態や施設側の受⼊体制等から安全に受け⼊れることができないと 
判断される場合、希望の施設への⼊所ができないこともあります 

                          ･利⽤調整基準に基づく優先枠により利⽤調整（選考）を⾏います 
                    （※ただし、4 月⼊所（1 次選考）のみ） 
 
                   ･⼊所内定となった場合、⼊所を希望される施設との調整が整えば、区役所から、利⽤調整

結果通知書と「医療的ケア内諾書」(様式 3)が送付されます 
                   ・上記の書類が到着したら、決定した施設と協議のうえ、主治医に医療的ケアの個別指導 

の依頼と「医療的ケアに関する指⽰書 兼 修了書」（様式 4）の作成を依頼してください 
                     
                   ・施設へ「医療的ケアに関する指⽰書 兼 修了書」（様式 4）を提出いただきます 

・施設から重要事項説明に加えて、医療的ケアについて説明を受けてください。その後、 
「医療的ケア実施決定通知書」(様式 5)を受け取り、承諾書（様式 6）への署名・押印
をお願いします 

 

 

・経管栄養（⿐腔に留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう）  ・酸素療法（⿐カニュラ・酸素マスク） ・導尿 
・吸引（⼝腔、⿐腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛⽣管理）  ・その他施設で対応可能な医療的ケア 
 
 

   ・本事業は、原則神⼾市にお住まいの⽅を対象としています。 
・施設により、受⼊可能年齢や受⼊時間、医療的ケアの種類が異なります。 
・看護師等の配置状況によっては、受⼊できる時間を制限させていただく場合があります。 

１．保育施設へのお申し込みにあたって 

２．利用申込み手続について 

保育申込後 

重要事項説明 

を受ける時 

利用調整後 

保育申込の時 

※主治医による文書作成にかかる経費については、保護者負担となります。 

３．日常生活に必要な医療的ケア提供で

きる医療的ケア 

 

４．注意事項 

 

医療的ケア委員会 

 

 

 

 

 

利用調整（選考） 

 

 

 




